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                                資料１

試験研究で開発された主な成果

（令和７年度）

１ 黒大豆エダマメの選別作業を大幅に省力化できるＡＩ選別機を開発

             〈農林センター栽培技術開発部〉

２ ＪＡＳ材の計画的な調達・製材を可能にする流通モデルを作成

             〈農林センター森林部〉

３ 早期に収穫した稲ＷＣＳを活用し乳牛の飼料費を削減

             〈畜産センター研究・支援部〉

４ ズワイガニ保護区の拡大による資源量の増加効果を試算

             〈海洋センター研究部〉

令和８年６月

農林水産技術センター
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今後の展開

・全て手選別の場合に比べて所要時間は1/3、人件費は1/5に削減が可能なAI選別機を開発。

・AI選別機の導入により、経営規模を現状の3haから最大20haまで拡大可能です。

※単収387kg/10a、出荷期間2カ月(4品種組合せ)の場合

黒大豆エダマメ栽培の経営規模拡大を目指す生産者に向けて、各生産現場に応じた仕様の最適
化、事業を活用した導入支援を行います。

背
景

・ブランド京野菜の黒大豆エダマメは収益性が高く、今後生産拡大が期待できる品目である。

・エダマメ経営における収穫・脱莢・選別作業の時間は全労働時間の約７割を占め、規模拡大

の制限要因となっている。

・これまでに収穫・脱莢作業は、専用収穫機等の開発により一定の省力化を実現。

・選別作業についても、色彩選別機の開発により省力化しているが、莢の変形や割れ、ちぎれな

どは判別できず、目視による手選別となるため、改良が必要。

課
題
等

黒大豆エダマメの選別作業を大幅に省力化できるＡＩ選別機を開発
黒大豆エダマメの経営規模拡大に資する、色彩および形状の選別機能を兼ね備えた
AI選別機を企業と共同開発しました。

＜農林センター栽培技術開発部＞

●エダマメ栽培では収穫・脱莢・選別の労働時間が経営規模拡大の障壁
収穫機の導入により増加する 形状の異常（割れ、ちぎれ）
の選別には、色彩選別機＋目視選別が必要

割れ・ちぎれ

変形選別

栽培

労働時間
(従来体系)

３割

５割

収穫

脱莢
１割

１割
未満

エダマメ選別用にＡＩ学習

AIを搭載

研究成果

投入口

コンベア内を
移動後

エアで選別

〇×
割れ・ちぎれ 茶シミ・変色

変形 病害虫

エア

●エダマメの画像を機械学習したAIモデルが出荷規格品と規格外品を判別
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今後の展開

・JAS認定製材工場や木材組合連合会を中心にモデルの普及を進め、持続的な府内木材の流通シス
テム構築を目指します。

背
景

・木造建築(中・大規模の建築物等)の増加に伴い、JAS材の計画的な調達が求められている。

・JAS規格の適否は製材後に判明するため、あらかじめ丸太を多めに調達せざるを得ず、製材工

場でロスが発生している。

・JAS材の計画的で効率的な調達には、丸太段階で強度情報を付与する生産・流通体制の構築

が必要。

課
題
等

JAS材の計画的な調達・製材を可能にする流通モデルを作成

ＪＡＳ材（強度が明らかな木材）の計画的な調達および用途に応じた木材利用の
ため、強度測定アプリを活用した新たな流通の仕組みを構築しました。

＜農林センター森林部＞

研究成果

・スマホアプリで丸太の強度をデータ化し、JAS材の計画的な生産と資源の無駄を削減する新し
い流通の仕組みを構築しました。

強度推定アプリ

適

否

JAS材

丸太調達から製材まで情報とセットの新しい流通へ

Before（従来） after( アプリによる最適化 )

JAS材

チップなど

製材後にJAS適否が判明

JAS材以外

製材後は用途が限定される 下地・造作材、板材等加工前の丸太は、多用途
に利用することが可能

JAS適否を製材前
に把握

●丸太段階で強度を推定できるアプリを企業と開発

●丸太強度をデータ化し、JAS材を計画的に生産！

スマホに装着した計測器を丸太の木口にあて、ハンマーで打撃した際に発生する振動を測定
することで、強度を推定

強度測定アプリ
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研究成果

今後の展開

・早期収穫稲WCSは消化率、泌乳成績ともに輸入粗飼料と同等であることを確認しました。

・年間を通じた稲WCSの給餌が可能となり、飼料費の低減が図れます。

・生産者を対象とした研修会等を通じて、府内酪農家および耕種農家へ情報を提供し、
早期収穫稲WCSを活用した飼養管理を推進することで、酪農経営の安定化を図ります。

背
景

・高騰する輸入粗飼料の代替として注目される稲WCSは、中山間地域の条件不利な農地において

も栽培可能であり、耕作放棄地の発生防止や自給飼料の確保に有効。

・現行の栽培基準では、作業適期が短く(10日程度)、刈り遅れによる栄養価の低い飼料となる

ため、多量のエネルギーを必要とする泌乳期の給与に制限があることが、酪農現場での利用

拡大を妨げている。

・稲WCSの刈り遅れを防ぐには、収穫適期の幅を拡大することが必要。

・早期収穫稲WCSの消化性や牛の栄養状態、泌乳成績等への影響を明らかにする必要。

課
題
等

早期に収穫した稲WCSを活用し乳牛の飼料費を削減
高騰する輸入粗飼料の代替として飼料用稲を早刈りし、稲WCSとして給与することで輸入粗飼料
と同等の泌乳成績を維持でき、飼料費を安価に抑えられることを明らかにしました。

＜畜産センター研究・支援部＞

稲WCSとは … 稲穂と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料のこと。

泌乳期
（305日）

乾乳期
（60日）

分
娩

給与試験により、早期収穫稲WCSは消化率、泌乳成績とも輸入粗飼料と同等であることが判明

● 早期収穫稲ＷＣＳは年間を通して多給可能に

＜稲WCSの収穫時期＞

年間約200万円
の

飼料費低減効果
※輸入粗飼料４㎏ 稲WCS10㎏に

置き換えた場合（約50頭/年）

● 刈り遅れをなくして品質の確保が可能に

地域の

栽培ごよみに
反映済

収穫適期拡大

９月
上旬

（従来収穫）

（早期収穫）

（従来収穫）

（早期収穫）

７月
下旬

８月
上旬

８月
下旬

品質〇 品質〇 品質×

＜稲WCSの給与期間＞
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今後の展開

・保護区内で成熟メスが多く確認され、繁殖に寄与する個体が保護されていることが確認されました。

・保護区拡大により、未成熟オスが操業から保護され、５年後の成熟オスの資源量が約55％増加すること
を試算しました（現状値 約6.5t→５年後 約10t） 。

府沖合で操業する府内および他県の底びき網漁業者に、保護区拡大の合意形成を進め（一部合意
済み）、ズワイガニの資源増大につなげます。

背
景

・京都府では、全国に先駆けてズワイガニ保護区の設置による資源管理を実施し、その取組が

近隣県にも拡大。

・国の資源調査結果から、将来漁獲対象となる未成熟オスが減少すると予測されており、更な

る資源保護が必要な状況。

・現状の保護区内外におけるズワイガニ分布調査を行い、保護区の効果確認が必要。

・未成熟オスの資源量を増加させるためのより効果的な保護区の設定が必要。

課
題
等

ズワイガニ保護区の拡大による資源量の増加効果を試算
ズワイガニ保護区の拡大により、資源量の減少が懸念される成熟オスの
増加効果を試算しました。

＜海洋センター研究部＞

研究成果

〇保護区拡大により、５年後には高単価な成熟オスの資源量が約55%増加！

保護区

保護区の拡大部分
（ブロックなし）

保護区

○ 保護区内では繁殖に寄与する成熟メスが操業から保護されていることを確認
保護区外では未成熟オスが入網により減少

保護区内 保護区外
コンクリートブロック

保護区周辺はオスの大半が
「未成熟オス」

→保護区外で入網し、
多くが死亡

（現状）保護区の間際まで漁獲 （試算）ブロックから約1.8ｋｍを保護区とし
て拡大すると、保護区周辺の未成熟オス
が操業から保護される

未成熟オス

成熟オス

成熟メス

凡例
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包括外部監査結果に基づく措置状況について

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ 日

知事直轄組織（職員長）
危 機 管 理 部
総 務 部
総 合 政 策 環 境 部
文 化 生 活 部
健 康 福 祉 部
商 工 労 働 観 光 部
農 林 水 産 部
建 設 交 通 部
教 育 庁 （ 指 導 部 ）
警察本部（総務部・交通部）

  包括外部監査結果に基づき、既に講じた措置の概要について、下記のとおり御報告いたしま

す。（詳細については、別紙のとおり）

  なお、本件につきましては、地方自治法の規定により、監査委員から公表されることとなり

ます。

記

■ 包括外部監査結果に基づく措置状況（主なものを抜粋）

年

度
監査テーマ及び指摘事項 措 置 の 内 容

R6 【府有財産（不動産）の最適配置と有効活用について】

（旧平安会館職員宿舎用地）

閉鎖となった。

土地と建物の所有者が地方職員共済組合であるため、本件土
地の活用方法を考えるに際しては、平安ホテルの土地と一体
的に検討するか否かで方向性が変わってくる。

平安ホテルに関しては、令和 3 年度に地方職員共済組合京
都府支部が平安ホテル経営継続の可否を主旨とした「あり方
検討会」を開催しており、その中で「売却での資金確保は簡
単であるが、京都市内でこれだけの土地の物件が出ることは
極めてまれである。公的団体しか維持管理ができない土地で
あり、地方職員共済組合として求められる売主責任を意識し、
所有権を留保し周囲の環境を含め資産価値の向上に繋がるよ
うな方策を検討されたい」との発言が記録されている。

また、文化的な面から見て、世界的に有名な日本庭園の存
在を維持・存続することは大きな意味を持つものであり、経
済的な価値と法的な制約から見ても、本件土地と平安ホテル
の土地の一体的な活用を考える方が有益であると考える。

以上のことから、京都府が地方職員共済組合の所有地を取
得し、将来的な行政需要に備えることが重要と考えられるこ
とから、可能な限り早期に京都府が地方職員共済組合の所有
地取得の可否を検討すべきである。

○地方職員共済組合所有地を京都府が取得することの検討 （職員総務課）
地方職員共済組合の所有地の取

旧平安会館職員宿舎用地は、京都府が所有する 1,024.17 ㎡ 得の可否にあたっては、隣接する府
の土地であり、地方職員共済組合に対して無償貸与されてい 有地との一体的な活用に向け、将来
る。地方職員共済組合は、無償貸与された本件土地に職員宿 的な行政需要への備えに加え、敷地
舎を、所有する 5,100.06 ㎡の土地に平安ホテルを建設し、両 内の日本庭園を維持・保全した上で
者を一体的に運営してきたが、令和 5 年 3 月に平安ホテルが のニーズを把握するなど、検討を進

めてきた結果、京都府として令和８
こうした中で、京都府において本件土地の今後の利活用に 年３月に地方職員共済組合に対し

ついて検討を続けてきたところだが、隣接する平安ホテルの て取得の意向を表明した。

資料２
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年
度

監査テーマ及び指摘事項 措 置 の 内 容

R5 【府民サービスの向上・職員の働き方改革に向けた事務事業のデジタル化推進の現状と課題につい
て】
○ペーパーレス化普及促進のための環境整備

京都府は、モバイル端末の配付や Office365 の導入等によ
りテレワーク環境が整備されている。

（上限撤廃）といった ICT 環境の更なる整備を図るとともに、
各職員が日々の業務の事務処理フローの見直しを行い、ペー
パーレス会議や電子決裁を徹底するよう促す取組が必要であ
る。

（人事課、情報政策課）
令和７年度に、データ保管フォル

ダ（共有フォルダ）の容量を大幅に
一方で、Web 開催が可能な状況にもかかわらず集合形式で開 拡大し、利便性の向上を図るととも

催する会議や、資料のデータ共有で対応可能な状況で紙資料 に、幹部職員による会議のペーパー
を配付する会議が全庁的に散見され、電子決裁ではなく、紙 レス化や、行財政改善プロジェクト
決裁が中心となっている部署も認められる。ペーパーレス化 チームから各部局へのデジタルツ
の取組が浸透していない状況であると考えられることから、 ールの活用を促す通知の発出など、
テレワークの推進を図るためにも、打合せスペースへのモニ ペーパーレス化や電子決裁を促進
ター配備、データ保管フォルダ（共有フォルダ）の容量拡大 する取組を実施した。

R4 【府税事務所等のあり方について】
○自動車税(種別割)の徴収率向上

京都府の自動車税(種別割)の徴収率は、近年上昇傾向には

対応が必要である。

（税務課）
京都府における自動車税の滞納

あるものの、全国最下位の水準から脱却できていない。具体 者は、車検証の更新時に納付する例
的な原因分析はなされておらず、例えば、車検証の有効期間 と、様々な事情により有効期限を過
を過ぎてなお滞納しているのか等の傾向と原因を京都地方税 ぎてもなお滞納している例の、大き
機構との協力によって調査し、徴収率改善に向けた原因別の く二つに分類される。

前者については、納期限が毎年５
月末であり、車検証の更新時ではな
い旨の啓発活動を従前より実施し
ており、今後も継続的に実施してい
くこととしている。

後者については、滞納者ごとに様
々な事情があるが、経済的事情等が
ある場合には、滞納者の状況に応じ
て分納の申し出を認めるなどの対
応を行ってきた。

他方、令和５年度に徴収率の高い
府県に対してヒアリングを実施し
たところ、分納について期間や回数
などに関し、京都府よりも厳格な運
用がなされていることが確認され
た。このため、京都府においても早
期の完納となるよう見直しを行っ
た。

加えて、監査指摘を踏まえ、京都
地方税機構に自動車税の滞納整理
のみを所管する課を新設し、重点的
に原因分析とその対応に取組める
体制を構築した。

こうした取組を京都地方税機構
と連携して実施した結果、令和６年
度の徴収率は、前年度から 0.1 ポイ
ント上昇した。
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令和６年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況

第１ 包括外部監査テーマ
  府有財産（不動産）の最適配置と有効活用について
第２ 包括外部監査の結果に基づく措置
   次のとおり

(１) 意見

監 査 の 結 果 対 応 の 内 容

（京都府京都乙訓農業改良普及センター）

地には駐車場用地も確保され、利用者や府の職員にと

ってアクセスが良い場所に立地している。

9,000 千円である。

建物は平成元年 6 月に建築され、築 35 年となった現

在は老朽化が進んできている状況であるが、平成 30 年

度に屋上防水工事に 10,000 千円の投資がなされ、建物

の機能維持は十分に図られている。1 階には、作物診

断室・分析診断室等が配置され、対象地域農家に対す

る指導や相談内容に対応するための分析が行われてい

る。2 階は主に事務室、3階は会議室・厨房施設を備え

た食生活講習会室が配置されているが、3 階について

は極端に利用頻度が低い状態にある。

  1 階部分の機能は専有施設とする必要があるが、2

階・3 階の事務室・会議室等については、親和性があ

り共有できる他の施設と統合する等の有効活用を検

討していただきたい。また、当該施設は借地に立地す

るため庁内の施設最適配置の見直しの際に、他の施設

との統合による移転も見据えた検討を多角的に行っ

ていただきたい。

（報告書 162～163 ページ）

15 施設の有効活用や他の施設との統合等多角的な検討 （農産課）

施設内の利用頻度の低いスペースについては、同セン

京都府京都乙訓農業改良普及センターは、阪急京都 ターにおける業務以外による活用を含め、幅広く検討

線「西京極駅」下車徒歩 10 分の場所に位置し、建物敷 し、利用率の向上に努めてまいりたい。

当センターが借地に立地している点については、今

後、近隣施設の立地条件や空き状況等を勘案しながら、

当該施設の土地は、借地であり、平成 30 年から令和 移転可能性も視野に入れて、多角的に検討を進めてまい

30 年までの賃貸借契約が締結され、年間賃貸料約 りたい。

山城家畜保健衛生所）

い場所に立地している。

ているが、2 階及び 3 階は、主に倉庫として利用され

ており、施設全体の有効活用という観点で、低利用と

なっている。

昭和 49 年 6 月に建築され築 50 年となった現在は、

法定耐用年数に到達しており、法定耐用年数（50 年）

以上の躯体等の健全性を維持するためには、外壁等工

事や耐震強化工事を実施する必要があり、多額の修繕

費が想定される。

管轄区域は、京都市から南山城村まで非常に広範囲

にわたる区域で業務を行っている。立地及び建築経過

年数から勘案すると、家畜防疫業務、家畜保健衛生業

務及び畜産振興業務の行政機能について、エリア区分

を再検討のうえ、施設の統廃合を含めて検討していた

16 業務の統廃合と府有財産の収益確保の検討（京都府 （畜産課）

２階、３階は、主に鳥インフルエンザ発生時における

京都府山城家畜保健衛生所は JR奈良線「城陽駅」下 初動防疫資材等の保管庫として活用しているところで

車徒歩 5 分の場所に位置し、建物敷地には駐車場用地 あるが、会議室としての利用頻度向上を含め、施設の有

も確保され、利用者や府の職員にとってアクセスが良 効活用に努めてまいりたい。

今後想定される大規模修繕への対応にあたっては、当

3 階建て延床面積 780.09 ㎡のうち、1 階は家畜防疫 施設の持つ機能や管轄区域の見直しを含め、多角的に検

業務、家畜保健衛生業務等を行うための機能を果たし 討を進めてまいりたい。

別紙
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だきたい。検討の結果、施設を移転することとなった

場合には、建物を解体したうえで、財源確保の観点か

ら土地売却等についても検討いただきたい。

（報告書 230～231 ページ）
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丹後沿岸海岸保全基本計画の変更について（最終案）

令 和 ８ 年 ７ 月
農 林 水 産 部
建 設 交 通 部

1. 最終案の概要
⑴ 主な対象区域

福井県境(高浜町)から兵庫県境(豊岡市)に到る総延長約３１７ｋｍの海岸線のうち、延
長約１０９ｋｍ・６９箇所の海岸保全区域※。

・関係市町：舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
※ 海岸保全区域とは･･･国土を津波、高潮、波浪等の被害から防護するために、海岸法に基づき、

海岸管理者（知事）が指定した区域（次頁参照）

⑵ 主な変更内容
気候変動による平均気温上昇の影響を踏まえ、２１００年時点を想定した海面水位の上昇

および台風の強大化等を考慮し、６９箇所の海岸保全区域のうち６４箇所で、既設堤防より
平均約７４cm※高い堤防高を再設定。
※ 2100 年時点の想定される外力条件をもとに、各海岸の代表的な断面で算定した高潮・津波等に対する必   

要な堤防高（余裕高 30cm を考慮）と既設堤防高との差の全地点平均値

2. パブリックコメントの概要
⑴ 実施期間：令和８年３月１０日～令和８年３月３１日《３週間》
⑵ 提出された意見：府民意見１８件（３名）
⑶ 主な意見

意見 意見に対する対応
舞鶴市において、令和 7 年 8 月の高潮
で道路や家屋等の浸水被害が発生して
おり、この浸水被害状況を計画に記載
してほしい。

【追記等あり】
沿岸の災害事例に、令和 7 年 8 月の高潮による浸水
被害を追記した。

気候変動により、海面水位が最大１ｍ
以上上昇する可能性があるとの報告書
もあり、喫緊の対策が必要であると考
えるがどうか。

【追記等なし】
本計画では、IPCC の２℃上昇シナリオをもとに、２
１００年時点を想定して防護水準を設定しており、
国の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言
によると、気候変動の影響は、社会全体の課題であ
るため、海岸管理者だけでなく、関係市町や関連す
る施設管理者、背後地の地域住民等との連携が不可
欠であると明記されていることから、海岸保全と減
災を考慮しながら取り組んでいきたい。

高潮・高波に対する市民への理解を得
るためにあらゆる角度からの努力が必
要であるがどうか。

【追記等なし】
対策にあたっては、地域の理解が重要であると考え
ており、今後は関係市町と連携し、関係住民に理解
を得られるよう、周知に努めていきたい。

3. 学識経験者からの主な意見

意見 意見に対する対応
計画を適切かつ効果的に遂行するため
には、海岸管理者のみならず、海域・陸
域も含めた広範囲な分野にわたって、
連携を図ることが必要である。

【追記等あり】
計画を円滑に進めるためには、海岸管理者以外のイ
ンフラ管理者や都市計画部局等との連携する必要が
あることから、その旨を明記した。

4. 今後のスケジュール
令和８年度 ６月定例会 最終案報告

７月    主務大臣へ提出

資料３
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（参考）各所管で最も天端高が不足している海岸

凡例 分   類 海岸保全区域

延長（m） 指定海岸数

農地海岸（農村振興局） １,２７４ ７

漁港海岸（水産庁） ２２,０３３ １８

建設海岸（水管理･国土保全局） １６,４１６ １１

港湾海岸（港湾局） ６９,２３１ ３３

合     計 １０８,９５４ ６９

２
３

４

５
６

７８
９
10
11

12
13

16
15
14

18
19

20
21

22
23

24

１25
26

27
28
29

30
31

32
3534

33

36

37

38
39 40

41

42
43

44

45

49

5053 52 51

48

47

46

54
55

57 56

58

61 59

60

62
63
64

65

66

69

67

68

京丹後市

伊根町

与謝野町

舞鶴市

宮津市

宮津市
兵庫県

福井県17

農地海岸【農林水産省 農村振興局】
シライシ

50.カマヤ白石海岸〈伊根町〉

-142cm

漁港海岸【水産庁】
ソデシ

52.袖志漁港海岸〈京丹後市〉

-245cm

建設海岸【国土交通省 水管理･国土保全局】
キュウソ

54.久僧海岸〈京丹後市〉

-230cm

港湾海岸【国土交通省 港湾局】
スギノスエ

31.宮津港 杉ノ末地区海岸〈宮津市〉

-153cm
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